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東日本大震災の復興資金の調達のために復興ファン

ドが組成されたり、PFIのより一層の活発な活用に注

目がなされたり様々なニュースがありますが、一般市

民が復興支援のために取り組むことのできるはじめの

一歩が「寄附」であるといえるでしょう。 

この点、一般社団法人信託協会長は、平成 23 年 10

月 20 日に行われた定例会見において、東日本大震災

の復興支援のために信託協会としての取組みを述べた

上で、「特定寄附信託」（いわゆる日本版プランド・

ギビング信託）について信託各社が商品設計を進めて

いることを明らかにして、特定寄附信託は、個人が寄

付しやすい環境を作り、復興に必要な資金を幅広く集

めることができる仕組みとして役に立つのではないか

とのコメントをしました。そして、現に、平成 24 年

1 月から、主要信託銀行において、順次、「特定寄附

信託」に該当する新商品の取扱いを開始しました。 

はたして特定寄附信託とはどのような信託なのでし

ょうか。本稿は、「特定寄附信託」について取り上げ

ることとします。 

 

 

１「特定寄附信託」とはなにか 

「特定寄附信託」とは、平成 23 年度税制改正にお

いて新たに認められた税制上の寄附制度で、これに該

当すれば、利子所得（運用益）の非課税が認められる

というものです。 

ここで、特定寄附信託契約とは、「居住者等が金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務

を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社

と締結した当該居住者等を受益者とする信託に関する

契約であって、特定寄附金の対象となる公益社団法人

公益財団又は認定 NPO 法人等（以下｢公益法人等｣と

いう。）への寄附を行うことを主たる目的とするも  

の」であり、租税特別措置法第 4 条の 5、租税特別措 

置法施行令第 2 条の 36 第 7 項に定める様々な適格要 

件を充足する必要があります。 

かかる適格要件を充足したスキームの概要は、以下

のとおりです。 

① 個人が委託者兼受益者となって、受託者たる信

託銀行や信託会社に対して、信託財産（金銭に限

定）を信託譲渡する。 

② 受託者は、公益法人等と寄附に関する契約iを 

締結する。 

③ 一方で受託者は信託財産たる金銭を運用iiする。 

④ 受託者は、委託者兼受益者から指定された公益

法人等に対して、信託財産（信託された金銭と運

用収益）から毎年一定額iiiを寄附する。 

⑤ 委託者兼受益者は、信託期間中iv、寄附をする

公益法人等を変更することができる。 

⑥ 委託者兼受益者が死亡した場合には、信託は終

了し、残余財産である信託財産は全て公益法人等

に寄附されるv。 

【スキーム概要図】 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

２ 「特定寄附信託」のメリット 

このような「特定寄附信託」のメリットはどこにあ

るのでしょうか。 
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（１）個人の立場から 

ア 寄附手続からの解放 

まず、どこに寄附をしてよいかわからない個人に

とって、受託者から寄附先のメニューが提供される

ことで、寄附自体が物理的心理的に容易になるとい

うメリットがあります。通常は、自分で適切な寄附

先を見つけてきて、寄附の一連の手続をとる必要が

ありますが、特定寄附信託を用いれば、信託契約の

締結と寄附先の選択で足りますので、ハードルが下

がるといえるでしょう。 

さらに、長期的に寄附したいと考える個人にとっ

て、信託契約を当初に締結さえすれば、毎年一定額

の寄附を、信託期間中、継続して行うことができる

点でも簡便といえます。 

イ 人生設計との兼ね合い 

他方で、寄附をしようと思っても、何歳まで生き

るのか、これから生活費にいくらかかるのか、とい

った人生設計との兼ね合いも悩ましいところです。 

この点、特定寄附信託では、年金のように、元本

の 3 割までの金額を、信託期間中、各年均等割りで

交付を受けるよう設計することもできます。 

これによれば、1000 万円を寄附しようと考えた

場合、信託期間 5 年とすれば、いったん 1000 万円

を信託譲渡して、自己の固有財産から資産を隔離し

た上で、毎年 60 万円ずつ、合計 300 万円の元本交

付を受け、これを生活資金に使うことも可能となる

のです。他方で、自分が死亡すれば、その残金はす

べて公益法人等に寄附されることになるため、寄附

をしたいという当初の希望も全うすることができま

す。 

現時点で公表されている商品には、このような元

本交付を定めたものは見当たりませんが、諸外国で

はプランド・ギビング信託は個人年金として活用さ

れている側面もあります。 

ウ 寄附金の活用報告の受領 

特定寄附信託では、寄附を受けた公益法人等が、

委託者兼受益者に対して、受託者を通じて、活動報

告書を交付することが一般的に予定されており、こ

れを通じて、委託者兼受益者は、自分の寄附金がど

のように使われたのか把握することもできます。そ

の活用報告を受けて、寄附先が期待した活動がなさ

れていないと判断すれば、委託者兼受益者は寄附先

を変更することもできます。 

  

 

 

 

 

エ 税制上のメリット 

寄附金（ただし元本）については確定申告により

寄附金控除viを受けることができます。また、信

託の運用収益も非課税となるというメリットを受

けることができます。 

（２）寄附先の公益法人等の立場から 

   特定寄附信託として商品化されれば、寄附先とな

るための広報活動を省力化することができるという

メリットを指摘することができます。 

（３）社会的意義 

何よりも、寄附が制度化・商品化されることによ

って、寄附の選択肢が増え、個人資産が復興支援に

活用できるものといえるでしょう。 

 

３ 最後に 

以上のとおり、身近な寄附についても信託を活用す

ることができます。特定寄附信託は、信託設定時にお

ける委託者の「寄附をしたい」という意思を維持する

という、いわゆる信託の意思凍結機能と、税制上のメ

リットが組み合わさったものとも評価できます。 

まだまだ適格要件が限定的であることなど問題点も

指摘されているところではありますが、信託と寄附を

結びつけたものとして、東日本大震災の復興支援を契

機に、今後のさらなる活用と発展が期待できるもので

しょう。 

 

                                                           
i 寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法そのほか租税特別措置法

施行規則第 3 条の 17 の 2 第 2 項に定める事項に関する定めがあるも

のに限定されます。 
ii 運用方法は、①預貯金、②国債、地方債、特別の法律により法人

の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得、③合同運用信託の信託、

の 3 つに限定されています（租税特別措置法施行令第 2 条の 36 第 7

項 6 号）。 
iii 当初信託元本額（ただし、委託者たる個人に交付される金額の合

計額は除きます。）を、信託期間の年数で除した金額と、当該寄附を

するまでの日に生じた利子の合計額（前年までにすでに寄附された利

子の金額を除きます。）と定められている必要があります（同項 3

号）。 
iv 5 年以上 10 年以下で、かつ、1年の整数倍の期間である必要があ

ります（同項 1 号）。また、原則として中途解約（合意による終了）

はできないよう定められている必要があります（同項 12 号）。 
v 予め、信託契約において、公益法人等が残余財産の帰属権利者（信

託法第 182 条 1 項 2 号）として指定されることになります。 
vi 寄附先が一定の要件をみたす公益法人等の場合には、寄附金特別

控除を選択して税額控除を受けることもできます。 
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